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【新規】
（１）港湾工事等に使用する作業船の所有等を加算点として評価

することについて（試行）

【見直し】
（２）技術資料と入札書の同時提出について

（３）配置予定技術者の工事成績点に関する評価方法について
（試行）

（４）専任補助者を配置する場合の配置予定主任（監理）技術者
の実績緩和について（試行）

（５）専門性の高い技術者資格の更なる活用について（試行）

概 要

北陸地方整備局港湾空港部では、工事の総合評価落札方式
について、以下のとおり一部見直し等を行います。
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（１）港湾工事等に使用する作業船の所有等を加算点として評価することについて（試行）

【①対象工事】
作業船を使用する工事のうち、技術提案評価Ａ型、技術提案評価Ｓ型(WTO)、チャレンジ型を除くすべての工事を対象とする。

【②対象船舶】
対象工事に使用する作業船
注）「対象工事に使用する作業船」とは、別途示す主作業船一覧を参考に対象工事の工事内容に応じて作業船（規格は問わない）
を選定する。なお、選定にあたっては、工事内容を含む主作業船が複数選定されることが望ましい。（作業船固定化の排除目的）

【③評価視点】
「企業の能力等」にて評価を行うものとする。

【④評価内容】
作業船の保有及び作業船に設置されている原動機すべての窒素酸化物放出値を評価する。
注）作業船に設置されている原動機すべてにて評価の判断を行うため、例えば、非自航式「起重機船」において吊り上げ部の出力
機が原動機であれば評価の対象となる。また、複数の原動機が設置されている場合は、すべての原動機にて評価を行うものとする。
ただし、設置されている原動機が海防法に定める規格を満たしていない場合を除く。

【⑤評価点数】
＜作業船の保有＞
1.0点：対象工事に使用する作業船団のうち、いずれかの作業船を自社保有している。
0.0点：対象工事に使用する作業船団のうち、いずれの作業船も保有していない。
注）共同保有も認める。

＜作業船の環境基準＞
1.0点 ： ＜作業船の保有＞にて提示した作業船に設置されている原動機がすべて窒素酸化物放出基準を満足している。
0.5点 ： 下請を予定している作業船に設置されている原動機がすべて窒素酸化物放出基準を満足している。
0.0点 ： 作業船に設置されている原動機のいずれかが窒素酸化物放出基準を満足していない。又は、国際大気汚染防止原動機証書

の提出がない場合。
【⑥確認方法】
保有形態については、船舶検査証書の所有者にて確認する。なお、非自航船等の船舶検査証書を持たない作業船については、「現有

作業船一覧」等にて確認する。また、「下請を予定している会社の所有」する船舶については、別途定める様式にて確認する。
原動機の窒素酸化物放出基準については、国際大気汚染防止原動機証書に記載されている放出値で確認する。なお、放出基準を満足

していない作業船については、国際大気汚染防止原動機証書が発行されていないため、当該証書の提出がない場合は、放出基準が満足
されていないものと判断する。
【⑦不履行】

競争参加資格申請時に提出した対象工事に使用する作業船については、履行義務を課すものとし、不履行の場合は工事成績評定点を
３点減点する。
【⑧虚偽申請】

申請書類等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づいて指名停止を行う場合がある。



3

港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る

作業船の買換特例の創設（所得税、法人税）
施策の背景

 国際コンテナ戦略港湾をはじめとする港湾の
機能強化や老朽化対策及び災害復旧等に作
業船は不可欠。

 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律」により、作業船も対象としたNOxの排出規
制が平成17年より実施され、段階的に強化さ
れているが、作業船保有者の約97％が中小
企業であり、厳しい経営環境から買換が進ん
でいないこともあり、現有作業船の95％がNOx
排出規制適用前に建造された船舶となってい
る。

要望の結果

作業船を買い換える場合等の圧縮記帳

（所得税・法人税）

• 特例措置の対象：作業船

譲渡資産：船齢45年未満

買換資産：船齢耐用年数以内

• 措置内容：圧縮記帳比率：80/100

• 措置期間：H26年度より3年間

NOx NOx
NOx

NOx

環境負荷の低減

環境負荷の低い

作業船に買換

作業の安全性や

効率性も向上

建造年別建造数の推移

70年

以前

75 80 85 90 95 00 05 10

建
造
隻
数

建造年（西暦）

未規制

未規制船舶の割合

95％

(隻)
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下表に示す主作業船のうち、原動機が設置されている船舶を対象（規格は問わない）とする。

港湾請負工事積算基準 2-1-(16) 「主な港湾工事用作業船の積算基準上の扱い」のうち、
主作業船を抜粋

作業船の船種

①ポンプ浚渫船 ⑨クレーン付台船

②グラブ浚渫船 ⑩杭打船

③バックホウ浚渫船 ⑪コンクリートミキサー船

④リクレーマ船 ⑫ケーソン製作用台船

⑤バージアンローダ船 ⑬深層混合処理船

⑥空気圧送船 ⑭サンドドレーン船

⑦旋回起重機船 ⑮サンドコンパクション船

⑧固定起重機船

（参考）主作業船一覧について



窒素酸化物の放出量基準について

（窒素酸化物の放出量に係る放出基準）

第十九条の三 船舶に設置される原動機（窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場
合にあっては、当該装置を含む。以下同じ。）から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並
びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。

窒素酸化物の放出量に係る放出基準について【海防法】

（窒素酸化物の放出量に係る放出基準）

第十一条の七 法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、すべての海域において、
次の表上欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

窒素酸化物の放出量に係る放出基準【海防法施行令】

原動機の種類、能力及び用途 窒素酸化物の放出量に係る放出基準

一 ディーゼル機関であって、定格出力が130kWを超え、かつ、定格
回転数が毎分130回転未満のもの（法第十九条の四第一項第二号又
は第三号に掲げる原動機（以下この表において「特定用途原動機」
という。）に該当するものを除く。）

1kW時当たりの窒素酸化物の放出量（単位は、グラムとする。以
下同じ。）の値が14.4以下であること。

二 ディーゼル機関であって、定格出力が130kWを超え、かつ、定格
回転数が毎分130回転以上2,000回転未満のもの（特定用途原動機に
該当するものを除く。）

1kW時当たりの窒素酸化物の放出量の値が44を当該原動機の毎分
の定格回転数の値を0.23乗して得た値で除して得た値以下であ
ること。

三 ディーゼル機関であって、定格出力が130kWを超え、かつ、定格
回転数が毎分2,000回転以上のもの（特定用途原動機に該当するも
のを除く。）

1kW時当たりの窒素酸化物の放出量の値が7.7以下であること。

四 前三号に掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。

備考 1kW時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
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（国際大気汚染防止原動機証書）

第十九条の六 国土交通大臣は、第十九条の四第一項本文（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定に
より放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書（以下「原動機取扱手引書」という。）を承
認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。

6

国際大気汚染防止原動機証書について

国際大気汚染防止原動機証書【海防法】

国際大気汚染防止原動機証書（見本）
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１．対象工事
①総合評価落札方式のうち、施工能力評価型を適用する工事
②港湾土木工事
③予定価格が２億円未満の工事

２．試行内容
①施工計画と入札書の同時提出

（２）技術資料と入札書の同時提出について

１．対象工事
①総合評価落札方式のうち、施工能力評価型を適用する工事。

但し、施工計画を加点方式により審査・評価を行う工事を除く。 Ⅰ型（標準）及びⅡ型が対象
②港湾土木工事。
③予定価格が５千万円以上２億円未満のうち事務所発注工事。
④上記事項をすべて満たす工事。

２．実施内容
①技術資料及び施工計画と入札書の同時提出

３．手続きフロー
①次ページ参照。

Ｈ２５ｄ

Ｈ２６ｄ



入札公告

競争参加資格確認
申請書の提出期限

歩掛見積の提出期限

入札説明書の交付

歩掛見積依頼

工事費内訳書の提出期限

入札書の提出期限

技術資料・施工計画の提出期限

入札執行の日（開札の日）

施工体制の確認

落札者の決定

契約の締結

歩掛決定・公表

技術資料・施工計画の審査・評価

理由の説明要求に係る回答

入札・契約手続運営委員会

技術審査会

競争参加資格の確認・通知
予定価格作成

競争参加資格がないと
認めた理由の説明要求

（同時）

（同時提出）

（同時提出）

8

（参考） 同時提出の手続きフロー

入札公告～開札の日
まで、約３８日（最短）
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（３）配置予定技術者の工事成績点に関する評価方法について（試行）

①地方整備局が発注した工事において、申請された工事の工事成績点

②Ｈ１３．４．１以降に完成した工事

Ｈ２５ｄ

①地方整備局（８局）での実績を平均（各工種毎）した工事成績点とし、過去５ヶ年度分
を対象の範囲とする。（切り替え時期は７月１日を予定）

例）発注対象工事が港湾土木工事の場合は、その技術者が保有している
港湾土木工事の工事成績点を平均し反映させる。

②港湾５工種を対象とし、建築工事など５工種以外は除く。
よって、港湾５工種以外は平成２５年度と同様、申請された工事成績点を評価。

③競争参加申請者から工事成績点（写し）の提出を求める。

Ｈ２６ｄ
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（４）専任補助者を配置する場合の配置予定主任（監理）技術者の実績緩和（試行）

・競争参加資格は有しているものの、地方整備局（港湾空港関係）の実績がないため総合評価の加点が少なくなることによ
り、主任（監理）技術者に登用されづらい若手技術者の育成や技術力向上を目的とし、経験豊富な専任補助者を配置、評
価する工事を試行。

・専任補助者とは、主任（監理）技術者に求められるものと同一の資格を満たす技術者であり、主任（監理）技術者を専任で
補助し、主任（監理）技術者と同様の職務を行う者をいう。なお、現場代理人との兼務はできるが、他工事との兼務や途中
交代は認めない（「監理技術者制度運用マニュアル」を適用）。また、JVの場合は、代表者から配置するものとする。

・専任補助者配置の有無については、競争参加者が選択できる（希望式）。

・「専任補助者通知書」により届け出を義務づけする（特記仕様書で指定）。

少

多

工事実績

工事成績

表 彰

若手監理技術者
（競争参加資格必要）

専任補助者
（現場代理人兼務可）

（他工事との兼務不可・途中交代不可）

評価

入 札 時 工事完成時

若手監理技術者

専任補助者

施工実績・
工事成績
の付与

施工実績・
工事成績
の付与

受
注
機
会
の
拡
大

技
術
力
向
上

当 該 工 事 が
完成した後は、
専 任 補 助 者
としての実績
も活用できる。

Ｈ２５ｄ
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・競争参加資格は有しているものの、地方整備局（港湾空港関係）の実績がないため総合評価の加点が少なくなることにより、主任
（監理）技術者に登用されづらい若手技術者の育成や技術力向上を目的とし、経験豊富な専任補助者を配置、評価する工事をH25
年度より試行。

・さらなる活用に資するため、Ｈ26年度から若手技術者（配置予定主任（監理）技術者）に求める工事の施工経験を、「同種工事実績」
から「当該工種区分（例：港湾土木工事など）」に拡大する。（選択式）

なお、「当該工種区分」を選択した場合の条件は以下のとおりとする。

①過去５カ年の工事において、主任（監理）技術者、現場代理人又は担当技術者であること。

②工期の半分以上従事した工事であること。但し、工期が1年以上の場合は、６ヶ月以上であること。

・専任補助者とは、主任（監理）技術者に求められるものと同一の資格を満たす技術者であり、主任（監理）技術者を専任で補助し、主
任（監理）技術者と同様の職務を行う者をいう。なお、現場代理人との兼務はできるが、他工事との兼務や途中交代は認めない（「監
理技術者制度運用マニュアル」を適用）。また、JVの場合は、代表者から配置するものとする。

・試行対象は全工事（ＷＴＯ案件を除く）で、専任補助者配置の有無については、競争参加者が選択できる（選択式）。

・「専任補助者通知書」により届け出を義務づけする（特記仕様書で指定）。

少

多

工事実績

工事成績

表 彰

若手主任（監理）技術者
（資格必要）

（同種工事実績又は当該工種区分の実績）

評価

入 札 時

専任補助者
（資格必要）

（同種工事実績必要）
（現場代理人兼務可）

（他工事との兼務不可・途中交代不可）

工事完成時

若手主任（監理）技術者

専任補助者

施工実績・
工事成績
の付与

施工実績・
工事成績
の付与

受
注
機
会
の
拡
大

技
術
力
向
上

（赤書：一部改良箇所）

Ｈ２６ｄ
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（５）専門性の高い技術者資格の更なる活用について（試行）

・ 専門性の高い技術者資格の活用については、平成２５年８月から海上工事を
対象に実施しているところであるが、平成２６年４月からは、空港工事（制限区域
内）を対象に、「空港工事施工管理技術者」の資格を保有している技術者を評価
するものである。

「空港工事施工管理技術者」

一般財団法人 港湾空港総合技術センター（SCOPE）が創設した、空港工事を統括し
うる優れた技術者を「空港工事施工管理技術者」として認定する資格。

受験資格として、一級土木施工管理技士または技術士（ただし建設部門に限る）の資
格の取得と空港工事の一定の実務経験を有することが必要。

資格登録後も空港工事の実務経験の内容を確認するとともに、技術力の維持向上に
向けた自己研鑽を奨励する仕組み。

「評価の考え方」

現行の評価項目における「継続教育(ＣＰＤ)の取り組み状況」の配点１.０または２.０点を、
「空港工事施工管理技術者」の資格を保有している場合に振り替えて評価する。



赤文字追加及び削除箇所

項 目

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型

施工体制確認型

Ⅱ型

Ⅰ型 S型（非WTO）

S型
（WT
O）

標準 標準
ﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ型

施工
計画
重視
型

標準 標準
ﾁｬﾚﾝ
ｼﾞ型

Aﾗﾝ
ｸ以
外

Aﾗﾝ
ｸ以
外

Aﾗﾝｸ
Aﾗﾝｸ
以外

Aﾗﾝ
ｸ以
外

Aﾗﾝｸ
以外

Aﾗﾝ
ｸ

Aﾗﾝｸ
以外

Aﾗﾝｸ

施工計画、技術提案（Ⅱ型は除く） － －
可／
不可

可／
不可

20点 20点 40点 40点 40点 50点

企業の能力等 12点 16点 20点 16点 3点 8点 10点 8点 5点

（項目省略）

配置予定技術者の能力等 12点 16点 20点 16点 4点 8点 10点 8点 5点

同種工事実績 6.0 6.0 8.0 6.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0

請負工事成績評定点 6.0 6.0 8.0 6.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0

優良建設技術者表彰又は優良工事表彰の従事
技術者

－ 3.0 3.0 3.0 － 1.0 1.0 1.0 －

継続教育(CPD)の取り組み状況 － － － － － － － － －

保有資格（次頁） － 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

地域精通度・地域貢献度 6点 8点 － 8点 3点 4点 － 4点 －

（項目省略）

加算点合計 30点 40点 40点 40点 30点 40点 60点 60点 50点 50点 13

具体的な評価方法①



保 有 資 格 評 価 基 準 配 点

配置予定主任（監理）技術者又は専任補助者が
保有している資格

空港工事施工管理技術者 1.0   

その他の資格 0.0

※１：対象工事
制限区域内での空港工事

※２：配点
Ｓ型（非ＷＴＯ・チャレンジ型）の場合は、２．０点とする。

14

具体的な評価方法②
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凡例　 ○：必須 △：選択 ×：非設定 Ｈ２５ｄからの変更箇所

懇談会
北陸

（建設）
港湾局

北陸
（港湾）

懇談会
北陸

（建設）
港湾局

北陸
（港湾）

○
15年

○
15年

○
○年

○
15年

○
15年

○
15年

○
○年

○
15年

・過去１５ヶ年度以降の申請された同種工事実績を評価対象とする。
・施工実績が全地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の工事である場合は、請負工事成績評定点（平成１３
年４月１日以降に完成した港湾空港関係、元請け工事に限る）が６５点以上であることを参加要件とする。

15年

○
2年

○
2年

○
○年

○
2年

○
2年

○
2年

○
○年

○
5年
※１

・過去５ヶ年度における北陸地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の平均請負工事成績評定点を評価対象
とする。
・北陸地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の過去２ヶ年度に完成した工事がある場合は、平均請負工事
成績評定点が６５点以上であることを参加要件とする。

5年

工事成績評定優秀企業認定 1年 1年
優良工事表彰 2年 2年
優良工事における下請負者表彰 2年 2年
安全管理優良受注者表彰 2年 2年

× × × × × × ○ ○
・作業船の保有及び作業船の環境基準を評価対象とする。
・チャレンジ型、Ｓ型（WTO）及び作業船を使用しない工事については、対象外。

-

× × × × △ △ △ ○ ・新技術等の活用を評価対象とする。

× × × × △ × △ ×

× × × × △ △ △ ×

× × × × △ △ △ ×

○
15年

○
15年

○
○年

○
15年

○
15年

○
15年

○
○年

○
15年

・企業の実績と同じ（監理（主任）技術者、現場代理人、担当技術者、専任補助者）。 15年

○
4年

○
申請工事

○
○年

○
申請工事

○
4年

○
4年

○
○年

○
5年
※２

・過去５ヶ年度における全地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の平均請負工事成績評定点（監理（主任）
技術者、現場代理人又は専任補助者に限る）を評価対象とする。

申請工事

× × × ×
○
4年

○
4&2年

○
○年

○
4&2年
※３

・過去４ヶ年度における北陸地方整備局（港湾空港関係）の優良建設技術者表彰を評価対象とする。または、過去２ヶ年
度における北陸地方整備局（港湾空港関係）の優良工事表彰を受けた工事の監理（主任）技術者の配置を評価対象とす
る。※重複加点はしない。
・チャレンジ型については、対象外。

4&2年

× × × × △
△

CPD:1年
△ ○

・ＣＰＤを評価項目として設定する場合、過去１ヶ年度を評価対象とする。
・専門性の高い資格活用を評価項目として設定する場合、海上工事施工管理技術者資格及び空港工事施工管理技術者
資格を評価対象とする。

1年

○ ○ ○ ○ △ × △ ×

× × × × △ × △ ×

× × × × △ △ △ × ※４

△ × △ × × × × ×

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○
・当該県内（地域内）における本店の有無を評価対象とする。
・Ａランク以外が対象の工事のみ設定する。Ｂランクのみで業者数が確保できないため、Ａランクまで拡大した場合も含む。
ただし、Ａランク工事をＢランク以下に拡大する場合は対象外。

△ × △ × △ × △ ×

△ × △ × △ × △ ×

× × × × △ ○ △ ○
・災害協定の有無及び過去５ヶ年度以降の協定に基づく活動実績を評価対象とする。
・Ａランク以外が対象の工事のみ設定する。Ｂランクのみで業者数が確保できないため、Ａランクまで拡大した場合も含む。
ただし、Ａランク工事をＢランク以下に拡大する場合は対象外。

5年

× × × × △ × △ ×

× × × × △ × △ △
・災害復旧・復興に活用できる作業船の自社保有状況を評価対象とする。
・Ａランク以外が対象の工事（陸上・海上を問わない）のみ設定する。Ｂランクのみで業者数が確保できないため、Ａランク
まで拡大した場合も含む。ただし、Ａランク工事をＢランク以下に拡大する場合は対象外。

△

※１ ：北陸（建設）は２年であるが、港湾は工事件数が少ないため、現行の５年とする。 ○北陸（建設）の内容は、H26.2現在

※２ ：工事成績データベース（国総研）を活用する。

※３ ：北陸（建設）に合わせて、４＆２年とする。

※４ ：一般土木のように、多くの参加が見込まれる案件の発注予定がないため、ヒヤリングは省略とする（懇談会案は、段階選抜とセットが基本）。

【参考：H25d】
北陸（港湾）
（総合評価）

企
業
の
能
力
等

同種工事実績

請負工事成績評定点

表彰 ×
○
2年

○
○年

資格要件・評価項目

競争参加資格要件 評価項目

北陸地方整備局（港湾空港関係）における設定・評価の考え方

技
術
者
の
能
力
等

同種工事実績

請負工事成績評定点

表彰（優良建設技術者表彰）

CPD又は専門性の高い資格活用

×

作業船評価

企業の近隣地域での施工実績の有無

監理技術者の近隣地域での実績

・過去２ヶ年度における北陸地方整備局（港湾空港関係）の各表彰等を評価対象とする。ただし、優良工事表彰について
は、参加要件の工種区分に限る。
・チャレンジ型については、対象外。

関連分野での技術開発

品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況
（ISO等）

技能者の配置状況、技術提案力の評価

その他

× ×
○
2年

地
域

貢

献

度

災害協定の有無・協定に基づく活動実績

ボランティア活動等

その他

資格

その他

ヒアリング

手持ち工事量

地

域

精

通
度

本支店営業所の所在地

競争参加資格要件と評価項目
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加算点　【施工体制確認型】

Ｓ型
（ＷＴＯ）

※３

標準 標準
施工計画重

視型
標準 標準

チャレンジ
型

施工計画重
視型

標準 標準 チャレンジ型 標準 標準
チャレンジ

型

Ａランク Ａランク以外 全ランク Aランク Ａランク以外 Ａランク以外 Ａランク以外 Aランク Ａランク以外 Ａランク以外 Aランク Ａランク以外 Ａランク

施工計画、技術提案（Ⅱ型は不要） 可/不可 10点 可/不可 可/不可 20点 可/不可 可/不可 20点 20点 30点 30点 30～40点 30～40点 30～40点 40点 40点 40点 40点 50点 60点 50点

企業の能力等 20点 16点 20点 16点 10点 20点 16点 3点 8点 15点 15点 10点 8点 5点 10点 8点 5点 15点 15点 15点 ※３

同種工事実績 8.0 5.0 5.0 4.0 3.0 6.0 4.0 1.0 1.0 6.0 5.0 3.0 3.0 2.0 1.0（2.0） 2.0 9.0 9.0 9.0

請負工事成績評定点 8.0 5.0 8.0 6.0 4.0 8.0 6.0 1.0 1.0 6.0 5.0 4.0 2.0 2.0 1.0 6.0 6.0 6.0

工事成績評定優秀企業認定 1.0 0.5（1.0） 0.5（1.0） 0.5（1.0） 1.0 0.5（1.0）

優良工事表彰 2.0 1.0（2.0） 1.0（2.0） 1.0（2.0） 2.0 1.0（2.0） 1.0（2.0）

優良工事における下請負者表彰 1.0 0.5（1.0） 0.5（1.0） 0.5（1.0） 1.0 0.5（1.0）

安全管理優良受注者表彰 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

作業船評価 2.0(－) 2.0(－) 2.0（－） 2.0（－） 2.0（－）

新技術等に対する取り組み　※１ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

技術者の能力等 20点 20点 20点 16点 10点 20点 16点 4点 8点 15点 15点 10点 8点 5点 10点 8点 5点 15点 15点 15点 ※３

同種工事実績 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 8.0 6.0 2.0 3.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 9.0 9.0 9.0

請負工事成績評定点 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 8.0 6.0 1.0 3.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 1.0 6.0 6.0 6.0

優良建設技術者表彰 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0

継続教育（ＣＰＤ）の取り組み状況　※１ 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

地域精通度・地域貢献度 企業の中 4点 設定不可 8点 設定不可 8点 3点 4点 企業の中 設定しない 設定不可 4点 設定不可 4点

本店の有無 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0

災害時における活動実績 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0

作業船の保有状況 1.0 1.0 1.0 1.0

加算点合計 40点 50点 40点 40点 40点 40点 40点 30点 40点 60点 60点 50～60点 50～60点 40～50点 60点 60点 50点 40点 50点 60点 50点

ヒヤリング
必要に応じ

て
実施しない

必要に応じ
て

必要に応じ
て

必須 必須
必要に応じ

て
実施しない

施工体制評価点

基礎点

※１：港湾局案では、評価項目は自由設定 ○下記は原則実施しないこととするが、実施する場合は別途設定する。

※２：内訳の指定なし ①施工能力評価型のⅡ型で、Ａランクが対象の場合。

※３：WTO案件の能力等は、段階選抜のみに使用 ②施工能力評価型のⅠ型・チャレンジ型or施工計画重視型で、Ａランクが対象の場合。

※４：表中（　）書きは、作業船評価しない（作業船を使用しない工事）場合 ③技術提案評価型のＳ型・チャレンジ型で、Ａランク以外が対象の場合。

○北陸（建設）の内容は、H26.2現在

100点

2.04.04.0 2.0

技術提案評価型

30点

実施しない必要に応じて

※２

※２

3.0

※２

2.0 1.0 1.0

Ｓ型
（非ＷＴＯ）

Ⅰ型
（Ⅱ型）

北陸（港湾）

懇談会 懇談会

港湾局

2.0

1.0

必要に応じて

北陸（港湾）

北陸
（港湾）

北陸
（建設）

※２

実施しない

施工能力評価型

4.0 3.0

港湾局

項　　　目

懇談会
北陸

（建設）

港湾局

北陸
（建設）

加 算 点 （施工体制確認型）
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加 算 点 （非施工体制確認型）
加算点　【非施工体制確認型】

懇談会 北陸（建設） 港湾局 北陸（港湾）

簡易な施工計画 - - -

企業の能力等 15点 12点 12点

同種工事実績 3.0（5.0）

請負工事成績評定点 6.0

工事成績評定優秀企業認定

優良工事表彰

優良工事における下請負者表彰

安全管理優良受注者表彰

作業船評価 2.0（－）

新技術等に対する取り組み 1.0

技術者の能力等 15点 12点 12点

同種工事実績 6.0

請負工事成績評定点 6.0

優良建設技術者表彰

継続教育（ＣＰＤ）の取り組み状況

地域精通度・地域貢献度 6点 6点

本店の有無 2.0

災害時における活動実績 3.0

作業船の保有状況 1.0

加算点合計 30点 30点 30点

ヒヤリング 実施しない 実施しない 実施しない 実施しない

基礎点

※１：内訳の指定なし

※２：例示なし

※３：表中（　）書きは、作業船評価しない（作業船を使用しない工事）場合

施工能力評価型

Ⅱ型（Ａランク以外の場合）
【Ａランクが対象の場合は別途設定】

100点

※２

項　　　目

※１

※１

※１

※１

※１
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加算点比較表

Ⅱ型
非施工体制
Aランク以外

Ⅱ型
Aランク以外

Ⅰ型
Aランク

Ⅰ型
Aランク以外

Ⅰ型
チャレンジ型
Ａランク以外

Ⅰ型
施工計画重視

型
Ａランク以外

S型
非WTO
Aランク

S型
非WTO

Aランク以外

Ｓ型
非ＷＴＯ

チャレンジ型
Ａランク

Ｓ型
ＷＴＯ

Ａランク

より同種性の高い工事の実績あり 3（5） 4 6 4 2 1（2） 2 -

同種性の高い工事の実績あり 1.5（3） 2 3 2 1 1 1 -

同種性が認められる工事の実績あり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

80点以上 6 6 8 6 1 1 -

78点以上80点未満 5 5 6 5 -

76点以上78点未満 4 4 5 4 -

75点以上76点未満 -

74点以上75点未満 -

72点以上74点未満 2 2 3 2 -

70点以上72点未満 1 1 1 1 -

65点以上70点未満又は実績なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

65点未満 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -

工事成績評定優秀企業認定（過去１ヶ年度） 認定あり - 0.5（1） 0.5（1） 0.5（1） - 0.5（1） 0.5（1） - - -

局長表彰あり - 1（2） 1（2） 1（2） - 1（2） 1（2） 1（2） - -

事務所長表彰あり - 0.5（1） 0.5（1） 0.5（1） - 0.5（1） 0.5（1） 0.5（1） - -

優良工事における下請負者表彰（過去２ヶ年度） 表彰あり - 0.5（1） 0.5（1） 0.5（1） - 0.5（1） 0.5（1） - - -

安全管理優良受注者表彰（過去２ヶ年度） 表彰あり - 1 1 1 - 1 1 1 - -

自社保有あり 1（－） 1（－） 1（－） 1（－） - 1（－） 1（－） 1（－） - -

保有なし 0（－） 0（－） 0（－） 0（－） - 0（－） 0（－） 0（－） - -

環境基準を満足している 1（－） 1（－） 1（－） 1（－） - 1（－） 1（－） 1（－） - -

下請を予定している作業船が環境基準を満足している 0.5（－） 0.5（－） 0.5（－） 0.5（－） - 0.5（－） 0.5（－） 0.5（－） - -

環境基準を満足していない又は証明書の提出がない 0（－） 0（－） 0（－） 0（－） - 0（－） 0（－） 0（－） - -

ＮＥＴＩＳ登録「－V,A」技術又は港湾関連民間技術評価制度の認定
技術の活用あり

1 1 1 1 1 1 1 1 2 -

より同種性の高い工事の実績あり 4 4 6 4 2 3 2 -

同種性の高い工事の実績あり 2 2 3 2 1 2 1 -

同種性が認められる工事の実績あり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

監理（主任）技術者、現場代理人又は専任補助者として従事 2 2 2 2 1 1 1 1 1 -

担当技術者として従事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

80点以上 6 6 8 6 1 4 1 -

78点以上80点未満 5 5 6 5 -

76点以上78点未満 4 4 5 4 -

74点以上76点未満 3 3 4 3 -

72点以上74点未満 2 2 3 2 -

70点以上72点未満 1 1 1 1 1 -

70点未満又は実績なし 0 0 0 0 0 0 0 -

局長表彰あり - 3 3 3 - - -

事務所長表彰あり - 2 2 2 - - -

ＣＰＤの場合：20単位以上の取得あり
専門性の高い資格活用の場合：資格あり

- 1 1 1 1 1 1 1 2 -

当該県内（地域内）に本店あり 2 3 - 3 1 1 - 1 - -

活動あり 3 4 - 4 2 - 2 - -

協定締結しているが活動なし 2 3 - 3 1 - 1 - -

災害復旧・復興に活用できる作業船の保有あり 1 1 - 1 1 1 - 1 - -

S 可 可 10 10 5 5 5 5

A 不可 不可 6 6 3 3 3 3

B 3 3 1 1 1 1

C 0 0 0 0 0 0

D 失格 失格 -5 -5 -5 -5

小計 20 20 40 40 40 50

30 40 40 40 30 40 60 60 50 50

※表中（　）書きは、作業船評価しない（作業船を使用しない工事）場合 ：同じ配点

2

1

0

0

3

⑨過去１ヶ年度における継続教育（ＣＰＤ）の取り組み状況、又は専門性の高い資格活用

4 3

③過去○ヶ年度における北陸地方整備局（港湾空
港関係）の各表彰

優良工事表彰（参加要件の工種区分）
（過去２ヶ年度）

⑩地域精通度

2

1

02

⑪過去５ヶ年度以降の災害時等における活動実績

⑧過去４ヶ年度における北陸地方整備局（港湾空港関係）の優良建設技術者表彰または、過去２ヶ年度
における北陸地方整備局（港湾空港関係）の優良工事表彰を受けた工事の監理（主任）技術者の配置 ※
重複加点しない

⑫作業船の保有状況

⑬施工計画・技術提案（配点は１項目又は１提案当たり）

合計

④作業船評価
  　※主たる工種で設定

作業船の保有

作業船の環境基準

⑤新技術等に対する取り組み

技
術
者
の
能
力
等

⑥過去１５ヶ年度以降の申請された同種工事実績

⑦過去５ヶ年度の全地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の平均請負工事成績評定点（監
理（主任）技術者、現場代理人又は専任補助者に限る）

2

1

評価項目 評価基準

施工能力評価型 技術提案評価型

総
合
評
価

企
業
の
能
力
等

同種性

立場

①過去１５ヶ年度以降の申請された同種工事実績

②過去５ヶ年度における北陸地方整備局（港湾空港関係、参加要件の工種区分）の平均請負工事成績評
定点

3 3

1 1

1

0

0

1 1

1 1 1

1

2

1

3

3

評価項目と評価基準一覧
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説明会（新潟・富山）での質問と回答は、港湾空港部
HPにアップします。

（http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/siryoumenu15.h
tml）

また、説明会後の質問も受付しますが、書面で提出し
てください（H26.4.18〆切り）。説明会後の分もHPにアッ
プします。

質疑応答


